
寒 川町 子ど も・子 育て 支援 法施 行細則 新旧 対照 表  

現 行  改 正案  

～略～  ～略～  

(労働時間の下限 )  (労働時間の下限 )  

第 2条  府令第 1条第 1号   の市町村が

定める時間は、月 64時間とする。  

第 2条  府令第 1条の 5第 1号の市町村が

定める時間は、月 64時間とする。  

(認 定の申 請 ) (認 定の申 請 ) 

第 3条  府 令第 2条 第 1項          

   の申 請書は 、施 設型 給付 費・地域型  

 保 育 給 付 費 等 支 給 認 定 申 請 書     

  (第 1号 様式 )と する 。  

第 3条  府 令 第 2条 第 1項 及 び 第 2 8条 の 3第

1項 の申請 書は 、給 付認 定 申 請 書 (教 育 ・

保 育 給 付 認 定 及 び 施 設 等 利 用 給 付 認 定 )

(第 1号 様式 )と する 。  

(認 定結果 の通 知等 ) (認 定結果 の通 知等 ) 

第 4条  法 第 2 0条 第 4項 前 段 の 規 定 に よ る

通 知及 び同 項後段 の 支 給認 定証 は、施設

型 給付 費・地 域型保 育給 付費 等支 給認定

証 (第 2号様 式 )によ り行 うも のと する。  

第 4条  法 第 2 0条 第 4項 前 段 の 規 定 に よ る

通 知及 び同 項後段 の支 給認 定証 は、支給

認 定証 (教 育・保 育給付 認定 )     

 (第 2号様 式 )によ り行 うも のと する。  

2  法 第 2 0条 第 5項 の 規 定 に よ る 通 知 は 、

施 設型 給付 費・地域 型保 育給 付費 等支給

認 定 却 下 通 知 書 (第 3号 様 式 )に よ り 行 う

も のと する 。  

2  法 第 2 0条 第 5項 の 規 定 に よ る 通 知 は 、

教 育・保 育給 付認定 申請 却下 通知 書   

       (第 3号 様 式 )に よ り 行 う

も のと する 。  

(加 える ) 3  法 第 3 0条 の 5第 3項 の 規 定 に よ る 通 知

は、施設 等利 用給付 認定 通知 書 (第 4号様

式 )により 行う もの とす る。  

 4 法第 30条の 5第 4項の 規定 によ る通知

は、施設 等利 用給付 認定 申請 却下 通知書

(第 5号 様式 )に より 行う もの とす る。  

(支 給認定 の有 効期 間 ) (支 給認定 の有 効期 間 ) 

第 5条  (略 ) 第 5条  (略 ) 

2  府 令 第 8条 第 6号 及 び 第 1 2号 の 市 町 村

が 定め る期 間は、府 令 第 1条第 9号   に

掲 げ る 事 由 に 該 当 す る も の と し て 認 め

た 事 情 を 勘 案 し て 町 長 が 適 当 と 認 め る

期 間と する 。  

2  府 令 第 8条 第 6号 及 び 第 1 2号 の 市 町 村

が 定 め る 期 間 は 、 府 令 第 1条 の 5第 9号 に

掲 げ る 事 由 に 該 当 す る も の と し て 認 め

た 事 情 を 勘 案 し て 町 長 が 適 当 と 認 め る

期 間と する 。  

3  府 令 第 8条 第 7号 及 び 第 1 3号 の 市 町 村

が 定 め る 期 間 は 、 府 令 第 1条 第 1 0号  に

掲 げ る 事 由 に 該 当 す る も の と し て 認 め

た 事 情 を 勘 案 し て 町 長 が 適 当 と 認 め る

期 間と する 。  

3  府 令 第 8条 第 7号 及 び 第 1 3号 の 市 町 村

が 定め る期 間は、府 令第 1条の 5第 10号に

掲 げ る 事 由 に 該 当 す る も の と し て 認 め

た 事 情 を 勘 案 し て 町 長 が 適 当 と 認 め る

期 間と する 。  

(加 える ) 4  府 令 第 2 8条 の 5第 4号 ロ の 市 町 村 が 定

め る期 間 は 、 90日 とす る。  



 5  府 令 第 2 8条 の 5第 6号 の 市 町 村 が 定 め

る 期 間 は 、 府 令 第 1条 の 5第 9号 又 は 第 1 0

号 に 掲 げ る 事 由 に 該 当 す る も の と し て

認 め た 事 情 を 勘 案 し て 町 長 が 適 当 と 認

め る期 間と する。  

（ 加え る）  (特 定子ど も・ 子育 て支 援提 供に 係る領

収 証及 び特 定子ど も・子 育て 支援 提供証

明 書 ) 

 第 6条  特 定教 育・保育 施設 及び 特定地 域

型 保育 事業 並びに 特定 子ど も・子 育て支

援 施 設 等 の 運 営 に 関 す る 基 準 (平 成 26年

内 閣 府 令 第 3 9号 。 以 下 こ の 項 に お い て

「 運営 基準 」と いう 。)第 56条第 1項及び

第 2項 (運 営 基 準 第 5 7条 の 規 定 に よ り 読

み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 )に 規 定

す る領 収証 及び特 定子 ども・子育 て支援

提 供証 明書 は、特定子 ども・子 育て 支援

提 供 に 係 る 領 収 証 兼 提 供 証 明 書 (第 6号

様 式 )とす る。  

第 6条  (略 ) 第 7条  (略 ) 

～ 略～  ～ 略～  

第 1号様式 (第 3条関 係 ) 第 1号様式 (第 3条関 係 ) 

(別 紙のと おり ) (別 紙のと おり ) 

第 2号様式 (第 4条関 係 ) 第 2号様式 (第 4条関 係 ) 

(別 紙のと おり ) (別 紙のと おり ) 

第 3号様式 (第 4条関 係 ) 第 3号様式 (第 4条関 係 ) 

(別 紙のと おり ) (別 紙のと おり ) 

(加 える ) 第 4号様式 (第 4条関 係 ) 

 (別 紙のと おり ) 

(加 える ) 第 5号様式 (第 4条関 係 ) 

 (別 紙のと おり ) 

(加 える ) 第 6号様式 (第 6条関 係 ) 

 (別 紙のと おり ) 

    附  則  

 こ の規 則は、令和 元 年 12月 17日か ら施行  

す る。  
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þ





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 4号様式(第 4条関係) 

 
 
 
 
 

施設等利用給付認定通知書 
 

 

 

 

 

 申請のありました施設等利用給付認定の内容について、次のとおり決定したので通知します。 
 
 

認  定  区  分  

保  育  の  事  由    

支 給 認 定 証 番 号  

有  効  期  間  から   まで 

 
児 

 
童 

フ  リ  ガ  ナ 

氏  名 

 

生  年  月  日  性  別  

 
保 

護 

者 

氏  名  
 

 
居  住  地 

 

生  年  月  日  

変  更  事  項  

 

 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に、

寒川町長に対して審査請求をすることができます。 

 また、この処分を受けたことを知った日(審査請求をした場合には、審査請求に対する裁決があったこと

を知った日)の翌日から起算して６月以内に、寒川町(寒川町長)を被告として、処分の取消しの訴えを提起

することができます。 

 ただし、処分の日から１年を経過するとその訴えは提起できません。 
 
 
 
 
 

年  月  日  
 

    寒川町長 
     

 
 

 



第 5号様式(第 4条様式) 
 

 

施設等利用給付認定申請却下通知書 
 

 
 

年   月   日 
 
 
 
 

寒川町長 

 
 

 
 

 
 
 

 申請のありました施設等利用給付費に係る施設等利用給付認定について、次の理由で却下しましたの

で通知します。 
 

 
 

児   童   の  氏  名  

及 び 生  年   月  日 

 

 

 

 
 

 

却  下  理  由 

この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以

内に、寒川町長に対して審査請求をすることができます。 

 また、この処分を受けたことを知った日(審査請求をした場合には、審査請求に対する裁決があっ

たことを知った日)の翌日から起算して６月以内に、寒川町(寒川町長)を被告として、処分の取消し

の訴えを提起することができます。 

 ただし、処分の日から１年を経過するとその訴えは提起できません。 
 
 

 



①

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 注１．認可外保育施設の月極利用の場合は①のみ記入。

８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ 注２．②は利用した日付に「〇」を付ける。

１５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１

２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８

２９ ３０ ３１

※変動する場合は、標準的な利用時間帯を記入

　　　　時　　　　分　から　　　　時　　　　分 合計　　　　時間　　　分

ふりがな

認定児童 □ 第１号 □ 第２号 □ 第３号

認　定　種　別

特定子ども・子育て支援提供に係る領収証兼提供証明書
□ 預かり保育事業　□ 認可外保育施設　□ 一時預かり　□ その他

認定保護者

ふりがな 続柄

円

印　

上記のとおり、特定子ども・子育て支援を提供し、利用料等を領収いたしました。　

代表者職・氏名

施設・事業所名

　　　　　年　　　月　　　日

円

第6号様式(第6条関係)

提供時間

設　置　者　名

所　在　地

利用料領収金額
（合　計）

　　　　　　年　　　　月分

合計利用日数：　　　　　　日

③＝①＋②

① ※ 特定子ども子育て支援に係る金額

② ※ ①に該当しない金額（全額保護者負担）

保育料

その他

※その他・・日用品・文房具・行事参加費・食材料費・通園送迎費等

円

②


